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大法師公園便益施設等設置事業 公募設置管理制度の概要等 
 
１．公募設置管理制度（Park-PFI）の概要 

公募設置管理制度（Park-PFI）は、公園利用者の利便の向上に資する公園施設であって収益施設

である施設（公募対象公園施設）の設置と、当該施設から生じる収益を活用して、その周辺の園路、

広場等の一般の公園利用者が利用する公園施設（特定公園施設）を一体的に整備・改修等を行う民

間事業者を公募により選定する制度です。下記の 3つの特徴を有しています。 

①民間事業者が設置管理する公園施設（公募対象公園施設）の収益を当該公園の整備に還元する

ものであること。 

②公園施設の設置管理を行う民間事業者を公募により選定すること。 

③民間事業者を誘導するインセンティブとして、公園施設の設置管理許可期間や建ぺい率等に関

する特例措置が適用されること。 
 

図 1 公募設置管理制度の整備イメージ 

 
資料：都市公園の質の向上に向けた Park-PFI 活用ガイドライン（平成 29 年 8月、国土交通省） 
 

図 2 公募設置管理制度の事業スキームイメージ 

 
資料：Park-PFI 活用の手引き（平成 30 年 9 月、一般社団法人 日本公園緑地協会）  

資料２ 
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図 3 公募対象公園施設として設置することができる公園施設 

 
資料：Park-PFI 活用の手引き（平成 30 年 9 月、一般社団法人 日本公園緑地協会） 
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２．公募設置管理制度（Park-PFI）の特例措置 

公募設置管理制度の導入により、下記の 3つの特例措置があります。 

①設置管理期間の特例 

②建ぺい率の特例 

③占用物件（利便増進施設）の特例 

 

表 1 公募設置管理制度の特例措置 

特例措置 概要 

①設置管理期間 ・認定公募設置等計画の有効期間は最長 20年 

・設置管理許可の更新を保証 

⇒設置管理許可期間の上限が 10 年であるため、認定公募設置等計画の有

効期間が 10 年を超える場合、認定計画提出者は期間の終了前に設置管

理許可の更新申請を行う必要がある。 

②建ぺい率 ・公募対象公園施設の建ぺい率の上乗せ 

⇒公募対象公園施設については 10%を参酌して条例で定める範囲を限度

として建ぺい率を上乗せすることができる。 

⇒富士川町の場合、条例で公園施設の建ぺい率が 2%と規定されているた

め、公募対象公園施設の建ぺい率は上限 12%となる。 

③占用物件 ・認定公募設置等計画に基づく利便増進施設である自転車駐車場、看板、広

告塔を占用物件として設置可能 

・地域住民の利便の増進に資する観点から設置。 

⇒例えば、公共自転車駐車場やレンタサイクルポート、地域の催しに関す

る情報提供を主たる目的とした看板・広告塔など。 

・都市公園の機能や利用に支障を及ぼさないための技術的基準等あり 

⇒占用物件の技術的基準：施行令第 15条及び第 16条に規定 

⇒利便増進施設の基準：施行令第 15条第 3号の 2及び第 3号の 3に規定 

⇒例えば、駐輪場は都市公園の外周に接する場所に設置、看板・広告塔は

都市公園の風致の維持又は美観の形成に寄与など。 

・占用許可の期間（10年を超えることができない） 

⇒10 年を超える場合は、認定計画提出者は期間の終了前に更新申請を行

う必要がある。 
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３．公募設置管理制度の手続きの流れ 

公募設置管理制度の手続きの流れは、下記のとおりです。 
 

図 4 公募設置管理制度の手続きの流れ 

 
資料：Park-PFI 活用の手引き（平成 30 年 9 月、一般社団法人 日本公園緑地協会） 


